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第４章 目標達成に向けた具体的な施策 
 
 

 

 

 

  



 

45 

１．施策体系 

本市の公共交通の課題解決及び本計画の目標の達成に向けた、施策体系について下図の通
り定めます。 

 

表 施策体系 

施策展開の方向性 具体施策 事業の概要 

方向性１： 

移動しやすさ・アクセス

性の向上 

施策 1-1：利用しやすい公

共交通ネットワークの構築 

①公共交通や拠点等に係る位置づけ・役割

等の設定及び見直し 

施策 1-２：利用しやすい公

共交通システムの確保 

①運行本数の拡大に向けた見直し 

②運賃制度の見直し 

③支払い方法の拡大 

方向性２： 

公共交通を待ちやすい

利用環境等の確保 

施策２-１：待合環境等の案

内や情報提供の充実 
①待合環境の情報発信に係る基準統一 

施策２-２：待合環境等の利

用しやすさの改善 

①待合環境の安全性等の改善 

②乗降場所へのアクセス機能の維持・改善 

方向性３： 

公共交通志向型の都市

への転換に向けた仕組

みづくり 

施策３-１：他分野と連携し

た都市構造の構築 

①都市計画との連動による取組の展開 

②道路政策等との連動による取組の展開 

施策３-２：公共交通に対す

る市民意識の改善 

①学校・企業等と連携したモビリティマネジ

メントの展開 

②運行協議会による見直し及び利用促進等

の展開 

③市民との定期的な意見交換の実施（テー

マ別） 

方向性４： 

公共交通に関する情報

提供の多様化・デジタル

化 

施策４-１：運行情報等のわ

かりやすさの改善 

①わかりやすい路線名・路線番号の付与 

②バスマップ・総合時刻表の更新・作成と配

布 

③公共交通の取組・サービスの情報発信 

施策４-２：公共交通に関す

るデジタル情報の充実 

①運行情報のデータ化・公表及び更新体制

の確立 

②バスロケーションシステムの導入検討 

方向性５： 

公共交通の安定的な運

営に向けた基盤の確保 

施策５-１：運行に係る財源

等の適切な確保 

①公共交通を支える安定的な財源・収入源

の確保 

②運行協力金制度の見直し 

施策５-2：運行に係る安定

的な体制等の確保 

①事業者の乗務員確保の支援 

②安全な運行に係る指導・教育等の徹底 
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方向性１：移動しやすさ・アクセス性の向上 

施策１-１：利用しやすい公共交通ネットワークの構築 

①公共交通や拠点等に係る位置づけ・役割等の設定及び見直し 

項目 内容 

事業の概要 

〇市民や来訪者などが市街地で移動しやすく、また市街地へアクセスしやす
い利便性の高い公共交通ネットワーク※1を構築するため、ネットワークや
拠点の設定の考えや、それぞれの役割などを設定するとともに、これらを
踏まえて、一体的な見直し等を進めます。 

実施主体 石巻市、ミヤコーバス、住民バス等運行協議会 

 

■石巻市の公共交通ネットワークの方向性 

本市の公共交通ネットワーク※1の方向性について、次頁以降に定めます。 
移動手段の確保にあたっては、公共交通を活用することを前提としつつも、公共交通だけ

では効率的にカバーすることが難しい細かいニーズに対して、補完的移動サービスが対応す
るなど、適切に公共交通を補完する関係性を構築し、石巻市の移動サービス全体の「総動員」
により、市民等の移動しやすさ・アクセス性の向上を図ります。 

公共交通と補完的移動サービスについては、現在の移動ニーズを取り合う（競合する）も
のではなく、相互に連携・補完し合うことで市民の利便性を向上し、市民の外出の頻度を増
加させるなど、移動ニーズ自体を増やす効果も期待されます。 

このようにサービス間の連携・補完により“一体性”を高めることにより、それぞれの利用
機会も増加し、事業性が向上するなどの好循環を生み出し、市内全体の移動サービスにおけ
る持続性の向上を図ります。 

表 石巻市の公共交通ネットワークの方向性 

エリア 方向性 

市街地 

〇人口が集積する地域の沿線や、主要な拠点間を運行する路線バス沿線、及び鉄道沿線におい
ては高いサービスレベルの公共交通ネットワーク※1（市街地主幹軸）を形成し、利便性の高
い都市空間を構築します。 

〇また、市街地主幹軸の沿線ではないものの、居住環境等が形成され、移動ニーズが一定数存
在する範囲には、市街地内へのアクセス手段（市街地補完軸）を確保し、生活利便性の維持・
向上を図ります。 

〇市街地主幹軸・市街地補完軸によりカバーしきれないエリア・属性に対しては、市街地内へ
の新たなアクセス手段（市街地補完軸）を確保するとともに、自宅からバス停までのファー
スト/ラストワンマイル※2の移動に対しては、補完的移動サービス（グリーンスローモビリテ
ィ※3など）を活用することで、相互補完の関係性の構築により対応します。 

郊外部・ 

離半島部 

〇本市の主要な産業を支えるエリアとして、各地域における安定的な暮らしを確保するため、
各地域内における移動手段、及び市街地へのアクセス手段として、住民バス等の利便性の維
持・向上を図ります。 

〇郊外部においては、各地域の移動特性や空間的な土地特性を踏まえて、郊外部のエリアを統
合し、一定の利便性を確保した公共交通ネットワーク※1への再配置を行います。 

〇また、再配置にあたっては、住民バスの運行方法を見直し、地域のニーズに則したデマンド
運行の導入などを行い、利便性の向上を図ります。 

〇離半島部においては、市街地へのアクセス手段として航路を適切に維持するとともに、航路
と路線バスの接続性を確保することにより、市街地内での回遊性向上も図ります。 

〇なお、住民バス等でカバーしきれないエリア・属性に対しては、補完的移動サービス（カー
シェアリング※4など）を活用し、ファースト/ラストワンマイル※2への対応を図りつつ、相互
補完の関係性の構築により対応します。 

都市間 

〇本市と他都市を結ぶ鉄道及び高速バスの広域的なネットワークについて、高いサービスレベ
ルを維持するとともに、高速バスについては主要な施設等への空間的な接続性の向上などを
図り、さらなる利便性の向上を図ります。 

〇また、鉄道や高速バスのダイヤに合わせて、路線バス等の市内を運行する公共交通のダイヤ
を設定することで、時間的な接続性の向上を図り、公共交通ネットワーク※1としての一体性
を高め、利便性の向上を図ります。 

   

※1～4：巻末資料「３.用語集」参照 

関連する 

主な SDGｓ 
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■公共交通ネットワークのイメージ（市全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通ネットワークのイメージ（全体） 

 

〇住民バス等について、運行する方面における道路ネットワークや市民の移動実態等を踏ま
えて、統合することで利便性・効率性の向上を図ります。（河北・雄勝・北上エリア、牡鹿
エリアなど） 

〇各地域から市街地への移動の利便性を考慮して、朝や夕方などの特定の時間帯においては、
乗り継ぎを行わずに直接市街地へ移動することができる運行へ見直しを図ります。 

〇市街地への移動の利便性（定時性・速達性）などを考慮して、鉄道が運行するエリアでは鉄
道駅を結節点として設定し、接続性の向上を図ります。 

  

※エリア設定に係る補足 
・道の駅上品の郷は、本来「河北地区」に含ま

れますが、道路ネットワーク等の連続性を考

慮し、便宜上「桃生エリア」としています。 
・その他、同様の理由により、荻浜地区を「牡

鹿エリア」として含めています。 
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■公共交通ネットワークのイメージ（市街地拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図中の実線は定時定路線を基本とし、破線については定時定路線に限定しない運行を想定 

図 公共交通ネットワークのイメージ（市街地拡大図） 

 

〇市街地主幹軸は、基本的に市街地内の中核拠点と都市拠点・交通結節点を繋ぐネットワー
クを基本として設定することとし、当該路線の沿線では運行頻度の確保のほか、パターン
ダイヤや運行間隔の平準化などを行い、利便性の向上を図ります。 

〇市街化区域※1 内において、市街地主幹軸や鉄道においてカバーしきれない範囲のうち、特
に人口の集積が多いエリア（水押・開北・大橋・水明エリア、山の手エリア、大街道エリア、
万石浦エリアなど）においては、市街地補完軸としてタクシーなどの小型の交通モードを
活用した移動手段の確保を進めます。 

 

  

※1：巻末資料「３.用語集」参照 
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■公共交通サービスの役割一覧 

区分 名称 役割 交通モード 改善すべき主な事項 

軸
｟
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｠ 

市街地 

主幹軸 

〇市街地の拠点間の移動を支え、
市街地の回遊性を高め、多様な
属性の・多様な活動を支援する
軸 

〇高いサービスレベル（1時間に
１～2 本以上、平準化された運
行間隔）の運行頻度を確保 

鉄道・路線バス 

〇中核拠点・都市拠点などへ
の移動しやすいネットワー
クへの見直し 

〇運行ダイヤなどの見直しや
拡大による利便性の向上 

〇鉄道・路線バス間の接続性
の向上に向けた見直し 

市街地 

補完軸 

〇市街地主幹軸でカバーしきれ
ないエリアにおける市街地内
での移動を支え、住民の生活利
便性の維持を支援する軸 

〇朝・昼・夕の各時間帯に１本以
上の運行頻度を確保 

乗合タクシー※1等 

〇公共交通がカバーしきれて
いないエリアに対して、柔
軟な運行経路で対応する運
行へ見直し 

その他 

〇市街地主幹軸や乗合タクシ
ー※１等の公共交通がカバ
ーしきれない場合に、各地
域の移動サービス等で対応 

地域間 

幹線軸 

〇市内の各地域と市街地部の移
動を支え、住民の生活利便性の
維持を支援する軸 

〇朝・昼・夕の各時間帯に１本以
上の運行頻度を確保 

路線バス 

〇沿線施設の住民等の移動ニ
ーズや、時間帯ごとの利用
の多寡に応じて効率性・利
便性の向上に向けた見直し 

地域内 

軸 

〇各地域内での移動や、都市連携
軸・地域間幹線軸に接続し、市
街地への移動を支え、各地域に
おける生活利便性の維持を支
援する軸 

〇住民等の移動ニーズに応じて
最低限必要な運行頻度を確保 

住民バス・市民バ
ス 

〇他の公共交通との接続性の
向上に向けた見直し 

〇特に移動が集中する時間帯
での目的地へのアクセス性
の向上に向けた見直し 

その他 

〇住民バス・市民バス等の公
共交通がカバーしきれない
場合に、各地域の移動サー
ビス等で対応 

都市 

連携軸 

〇周辺市町村や仙台都市圏等と
本市の移動を支え、多様な交
流・連携を支援する軸 

〇一定以上のサービスレベル（概
ね 1 時間に 1 本以上）の運行
頻度を確保 

鉄道 〇運行ダイヤの見直しや拡大
による利便性の向上 

高速バス 

〇運行ダイヤの見直しや拡大
による利便性の向上 

〇需要の大きい施設等への乗
り入れなどの利便性の向上
に向けた見直し 

離島 

連携軸 

〇離島部と市街地部の移動を支
え、住民生活及び観光客の交流
を支援する軸 

〇住民等の移動ニーズに応じて
最低限必要な運行頻度を確保 

航路 

〇運行ダイヤの見直しや拡大
による利便性の向上 

〇航路と路線バス等の接続性
の向上に向けた見直し 

拠
点 

中核 

拠点 

〇公共交通の中核として、当該拠
点を中心にネットワークを形
成する、基本となる拠点 

〇高い乗り継ぎ利便性及び快適
に待ち合い可能な環境を確保 

石巻駅 

〇待ち合い環境の充実や案
内・情報発信機能等の充実 

〇乗降場所におけるバリアフ
リー※2機能の整備 

都市 

拠点 

〇市民の目的地であり、公共交通
の乗り継ぎ機能も有する拠点 

〇快適に待ち合い可能な環境を
確保 

いしのまき元気い
ちば、石巻赤十字
病院、イオンモー
ル石巻、石巻専修
大学 

〇待ち合い環境の充実や案
内・情報発信機能等の充実 

〇乗り継ぎ環境（駐輪場・駐
車場など）の充実 

交通 

結節点 

〇都市間連携軸・地域間連携軸へ
の乗り継ぎを行う拠点 

〇一定時間待ち合い可能な環境
を確保 

前谷地駅、雄勝総
合支所、桃生総合
支所、北上総合支
所、渡波駅、上品の
郷、石巻あゆみ野
駅、大原付近、鮎川
港 

〇乗り継ぎ環境（駐輪場など）
の充実 

〇最低限の待ち合い機能の確
保（屋内環境・情報発信な
ど 

  
注：地域公共交通確保維持改善事業に関する記載等については、第 5 章に記載。 

※1～2：巻末資料「３.用語集」参照 
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施策１-２：利用しやすい公共交通システムの確保 

①運行本数の拡大に向けた見直し 

項目 内容 

事業の概要 

〇市街地において複数の路線が運行する区間では、運行間隔の平準化や、決
まった時間での運行ダイヤに揃える（パターンダイヤ）など、利用者にと
ってわかりやすいダイヤへの見直しを進めます。 

〇通勤通学を考慮した経路やダイヤ設定を行い、社会人や学生の利用者拡大
に向けた見直しを進めます。 

〇夕方以降の時間帯での運行の拡大や、休日における運行時間帯の拡大など、
運行本数の拡大に向けた見直しを進めます。 

○スクールバスと運行経路が重複するエリアなどにおいて、公共交通のダイ
ヤの見直し・拡大により、公共交通への需要集約による効率性の向上など
を進めます。 

実施主体 ミヤコーバス、住民バス等運行協議会、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イ
オ
ン
モ
ー
ル
石
巻

石
巻
駅

現状

見直し後

運行本数は一定数あ
るが、バスが連続す
る“団子状態”での
運行間隔により、実
質的に運行本数が少
ないことと同じ状況 

運行間隔を均すこ
とで、車両数はそ
のままで移動機会
を増加（利便性の
向上） 

図 運行間隔の平準化のイメージ 図 大学の授業に合わせたダイヤの設定状況 

石巻専修大学線は、大学
の授業時間と鉄道のダイ
ヤに合わせてバスのダイ
ヤを設定。他の路線でも
移動ニーズを踏まえてダ
イヤを調整） 

■取組事例（青森県八戸市） 

〇八戸市では、新幹線駅である八戸駅と中心市街地が離れて
立地（直線距離約 5km）しています。 

〇市への来訪者等の利便性の向上を図るため、八戸駅～中心
市街地間を運行する路線バスの運行間隔の見直しを図り、
特定の時間帯において等間隔運行（10 分間隔）としていま
す。 

〇この見直しにより、バス全体の運行本数の削減による効率
性の向上に繋がったとともに、利便性向上及び利用者の増
加にも繋がるなどの効果が発現しています。 

 
（参考）八戸公共交通ポータルサイト 
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/public_tr
ansport/project/tokankaku.html 

鉄道 石巻駅着 8:58 10:14 12:49 14:16

接続時間 0:14 0:18 0:08 0:16

石巻駅前 9:12 10:32 12:57 14:32
石巻専修大学 9:29 10:49 13:14 14:49

接続時間 0:11 0:31 0:16 0:21

1時限 2時限 3時限 4時限

授業開始 9:40 11:20 13:30 15:10

路線
バス

授業
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②運賃制度の見直し 

項目 内容 

事業の概要 

〇市街地を運行する路線バスを対象として、市街地内などの特定の区間にお
ける均一制運賃※1の導入や、わかりやすい段階的な運賃設定、市内全域で
の上限運賃の設定などを進めます。 

〇これにより、同じ出発地・目的地でも運行経路の違いにより、運賃が異な
る状況の是正や、初乗り運賃を 2 回以上支払うケースを可能な範囲で不公
平感の緩和を図るとともに、運賃設定をシンプルにして利用者にとってわ
かりやすく・支払いやすい運賃設定による利用への動機づけを進めます。 

〇高齢者や免許返納者など、移動に制約を抱える市民の公共交通の利用促進
を図るため、企画乗車券※2の導入や運賃割引制度の導入などを検討します。 

実施主体 ミヤコーバス、住民バス等運行協議会、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③支払い方法の拡大 

項目 内容 

事業の概要 

〇鉄道・高速バス・路線バスで使用することができる交通系 IC カード※3につ
いて、現在は使用できない区間やサービスでの適用拡大に向けた検討を進
めます。また、市内の主要な拠点をはじめとして、さまざまな拠点等で IC
カード※3へチャージすることができる環境の構築を進めます。 

〇スマートフォンを活用したキャッシュレス決済方法など、IC カード※3以外
の支払い方法についても導入の検討を進めます。 

実施主体 石巻市、その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取組事例（栃木県宇都宮市） 

〇宇都宮市では、郊外部などに居住する市
民の外出促進等を図るため、市内の路線
バスの利用に対する運賃の上限を 400
円とする制度を導入・展開しています。 

〇上限運賃の対象は、IC カード※3 利用者
に限定しており、IC カード※3 の普及に
も寄与する取り組みとなっています。 

〇通常の運賃と、上限運賃 400 円の差額を市が事業者へ補填する事業スキームで運用し
ています。 

（参考）宇都宮市 HP： 
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/kokyo/1027055.html 

■取組事例（石巻圏観光推進機構） 

〇石巻圏観光推進機構では、バスや航路の乗車券や飲食店での
食事利用などをデジタルチケット化し、本市や周辺市町村で
利用することができるアプリケーションの「海街めぐり」を
展開しました。 

〇このサービスを活用することにより、利用者はスマートフォ
ン上の操作だけで、移動手段や食事などを一括で予約・決済
することができます。 

〇このような事例なども参考としながら、利用者にとって利便
性の高いサービスの展開を検討します。 

※海街めぐりは 2021 年 12 月 1 日～2022 年 1 月 31 日の実証実
験によるサービスであり、現在は利用できません。 

※1～3：巻末資料「３.用語集」参照 
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方向性２：公共交通を待ちやすい利用環境等の確保 

施策２-１：待合環境等の案内や情報提供の充実 

①待合環境の情報発信に係る基準統一 

項目 内容 

事業の概要 

〇交通拠点・バス停などの待ち合い環境におけるわかりやすさの向上に向け
て、バスの時刻表や経路図などの基本的な情報について、設置を進めます。 

〇公共交通の運行情報のデータ整備化を前提としつつ、市内の主要な拠点で
の運行情報等の発信の強化に向けて、デジタルサイネージ※1など、発車時
間や接近情報などを発信するシステム構築を目指します。 

〇公共交通の乗降場所への誘導サインや標識などの充実を図るほか、公共サ
イン等に係る有識者等も交えてデザインの基準や設置基準などに関するガ
イドラインを作成し、統一性のある案内・サイン等への見直しを進めます。 

※デザインの検討にあたっては、大学生・高校生などの学生との協働※2や、
企業などとの協働※2など、自由で柔軟なアイディアを活かすことができる
体制による取り組みの展開も想定します。 

実施主体 交通事業者、施設管理者、石巻市 

 

施策２-２：待合環境等の利用しやすさの改善 

①待合環境の安全性等の改善 

項目 内容 

事業の概要 

〇障がいのある方や高齢者などをはじめとして、誰もが公共交通を利用しや
すい環境を確保するため、利用が多い公共交通の拠点や乗降場所（バス停・
駅など）を対象として、交通事業者や施設等と連携して、バリアフリー※3

機能の整備を進めます。 
〇バス停などに対して、ベンチや上屋などの設置や街路灯などを設置すると

ともに、コンビニや商店などの沿道施設を活用した待合環境の確保を進め
ます。 

実施主体 交通事業者、施設管理者、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■沿道施設の活用 

〇バス停の近くにコンビニや商店
などが立地する場合、施設と連
携して屋内への待合スペースの
確保や、運行情報の発信などを
行うなど、利用者が安全・安心に
待ちやすい環境の構築を図るこ
とができます。 

※他の都市での実施事例多数（青
森県八戸市など） 

 
コンビニエンスストア等の沿道商業施設 

との連携によるバス待合スペースの提供 

 

バス運行状況を端末で表示 

 

バス停 

 

図 コンビニ等を活用した待合環境の確保イメージ 

※1～3：巻末資料「３.用語集」参照 

関連する 

主な SDGｓ 
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②乗降場所へのアクセス機能の維持・改善 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通の利用促進や、市街地内の渋滞対策に向けて、主要な拠点や各バ
ス停において、近隣地域・住民等の協力を得ながら、空きスペースを活用
した小規模な駐輪スペースの設置などによるサイクル＆ライド※2機能や、
既存の駐車場スペースなどを活用したパーク＆ライド※3機能などの維持・
改善を進めます。 

実施主体 交通事業者、施設管理者、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 陸前稲井駅に隣接する駐輪場 図 石巻あゆみ野駅に隣接する駐輪場 

駐輪場に屋根が設
置されており、悪
天候にも対応し、
長時間安心して停
められる環境 

駅に隣接して駐輪
場が設置されてい
るものの、屋根が
未設置 

■バリアフリーの基準等 

〇国ではバリアフリー法に基づき、旅客施設や旅客車両、道路設備などに対するバリア
フリー※1化を推進しています。 

〇鉄道駅などの旅客施設については、1 日の利用者数が 3,000 人以上の施設、もしくは基
本構想（バリアフリー法に基づき市町村等が作成する計画）に位置づける、1 日の利用
者数が 2,000 人以上の施設については、バリアフリー※1 機能の整備を進めることを目
標として設定しています。（段差の解消、視覚障がい者誘導用ブロック、障がい者用ト
イレの整備など） 

※参考：石巻市内の主な駅の 1 日の利用者数（2020 年度） 
石巻駅：2,312 人/日、陸前山下駅：738 人/日、蛇田駅：637 人/日 

（参考）国土交通省 HP バリアフリー・ユニバーサルデザイン 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html 

■サイクル＆ライド、パーク＆ライド 

〇サイクル＆ライド※2 とは、街なかの渋滞等の要因となる自動車交通の流入を抑制する
とともに、電車やバスなどの公共交通の利用を促進するために、自転車で駅やバス停
まで移動して、電車やバスに乗り換えるシステムです。 

〇パーク＆ライド※3 とは、サイクル＆ライド※2 と
同様の目的で、駅やバス停付近まで自動車で移
動して、付近の駐車場に自動車を停車し、電車や
バスに乗り換えるシステムです。 

〇本市においても、高速バス仙台石巻線について
は、利用者専用の駐車場を確保して、乗り換える
ことができるパーク＆ライド※3 のシステムが導
入されています。 

※1～3：巻末資料「３.用語集」参照 
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方向性３：公共交通志向型の都市への転換に向けた仕組みづくり 

施策３-１：他分野と連携した都市構造の構築 

①都市計画との連動による取組の展開 

項目 内容 

事業の概要 

〇機能性・効率性の高い公共交通志向型の都市構造を構築するため、市街地
に居住や都市機能※1 等を集約する立地適正化計画※２による取り組みをは
じめとした都市計画分野との連携による、一体的な取り組みを展開します。 

〇都市計画の取り組みにより都市機能※1などの目的地を集積しつつ、公共交
通では市街地内の回遊性の向上に向けた取り組みを推進します。 

〇また、都市計画の取り組みにより居住環境を特定の範囲に誘導しつつ、公
共交通により居住地における利便性を向上し、居住地としての魅力向上を
図ることにより人口の誘導に寄与します。 

実施主体 石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画と公共交通の連携のイメージ 
資料：国土交通省 九州運輸支局「なるほど！公共交通の勘どころ」 

 

 

 

 

  

※1～2：巻末資料「３.用語集」参照 

関連する 

主な SDGｓ 
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②道路政策等との連動による取組の展開 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通を利用しやすい道路・歩道環境等の構築や、市街地における渋滞
回避によるバスの定時性の向上を図るため、歩道・自転車道等の整備やバ
スベイ※1の設置など、道路政策の事業と連動して取り組みを進めます。 

実施主体 石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３-２：公共交通に対する市民意識の改善 

①学校・企業等と連携したモビリティマネジメントの展開 

項目 内容 

事業の概要 

〇市民等における公共交通利用への自発的な転換を促すため、高校や大学、
一般企業、地域団体等と連携したモビリティマネジメント※2を進めます。 

〇取り組みの展開にあたっては、行政や交通事業者、大学、有識者等により
具体的な取り組み方法などの企画・実施及び効果検証を行います。 

〇モデルとなる事例を設定するため、先行して「石巻市役所」の職員を対象
としたモビリティマネジメント※2を実施し、その後、学校や企業等に対す
る取り組みを展開します。 

〇市内の取り組みを進める中で、他エリアの参考となる事例などについては、
ベストプラクティス※3として市の広報への掲載や、学会・会議等での発表
を行います。 

実施主体 石巻市、学校、企業、地域、その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■モビリティマネジメント 
〇モビリティマネジメント※2とは、過度に自動

車に頼る状態から、公共交通や徒歩などの移
動手段を適度に利用する状態へ「自発的に」
変えていく仕組みづくりです。 

〇市民等に対して、啓発資料の配布やアンケー
ト調査の実施など、さまざまなコミュニケー
ションをとりながら、行動変容を目指す施策
などがあります。 

 
（参考）うるま市 HP 
https://www.city.uruma.lg.jp/town/132/22002/23650 

図 啓発資料の事例（沖縄県うるま市） 

※1～3：巻末資料「３.用語集」参照 
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②運行協議会による見直し及び利用促進等の展開 

項目 内容 

事業の概要 

〇住民が主体的に公共交通を利用する仕組みづくりを行うため、住民等によ
り設立される住民バス等の運行協議会を引き続き設置し、利用実績等を踏
まえて運行に係る見直し等を検討するとともに、利用促進に向けた具体的
な取り組み等の検討を進めます。 

〇市はこれらの取り組みに対して、運行等に係る技術的（他都市事例や実施
方法の共有など）・財政的な支援を行うとともに、市民との意見交換の場を
設定します。 

実施主体 運行協議会、石巻市 

③市民との定期的な意見交換の実施（テーマ別） 

項目 内容 

事業の概要 

〇高校生や高齢者、障がいのある方、子育て世代などのさまざまな属性等に
おいて、それぞれが抱える課題等を把握するため、公共交通の運行や利用
環境、情報提供などのテーマを変えながら意見交換を行います。 

実施主体 石巻市、地域 
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方向性４：公共交通に関する情報提供の多様化・デジタル化 

施策４-１：運行情報等のわかりやすさの改善 

①わかりやすい路線名・路線番号の付与 

項目 内容 

事業の概要 

〇路線バスや住民バス等において、運行する車両の目的地等をわかりやすく
するため、運行する方面に応じて地名やアルファベットでの表示や、路線
を番号で表示するなどの検討を進めます。 

〇また、路線名や路線番号などは、主要拠点での待ち合い環境での情報発信
を図るとともに、バスの行先表示にも同様の案内を表示することで、情報
をリンクさせてわかりやすさの向上を図ります。 

実施主体 交通事業者、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バスマップ・総合時刻表の更新・作成と配布 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通の運行情報の発信強化に向けて、アナログ的な情報発信ツールと
して発行するバスマップについて、再編等に合わせて適切に更新を行うと
ともに、主要な拠点等での設置や、特定の主体（高校生、大学生、高齢者、
転入者など）に対して個別に配布して、周知活動を進めます。 

〇市の HP などでは、路線バス等だけではなく、高速バスや航路なども含めて
総合的な情報発信を行うとともに、移動ケースに応じた公共交通間の乗り
継ぎ情報（モデルコースなど）の発信など、一体的な情報発信も行います。 

○なお、情報発信ツールの作成は、見やすさ・わかりやすさに配慮して、ユ
ニバーサルデザイン※１に基づくフォントや色彩等を活用します。 

実施主体 石巻市、交通事業者 

 

 

 

 

  

■取組事例（熊本県八代市） 

〇八代市では、公共交通の運行情報だけではなく、市内の観
光施設や飲食店などの情報、イベント情報などと組み合わ
せて情報提供することにより、公共交通を使ったお出かけ
を“提案”する情報発信ツールを作成しています。 

（参考）八代市 HP 
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00310058/index.html 

■取組事例（宮城県仙台市） 

〇仙台市では、市内を運行するバス路線において目的地の方面に応じて、系統番号を付
与しており、仙台駅を発着通過する系統は数字 3 桁、地下鉄・JR 駅を発着する系統は
数字 2 桁で表示しているほか、市中心部に向かう上り便は終点の場所に応じて、アル
ファベットを表記し、視覚的に運行する方面がわかりやすく表示しています。 

 
 
 
 
 
 
 
（参考）仙台市交通局 HP https://www.kotsu.city.sendai.jp/bus/keitou.html 

関連する 

主な SDGｓ 

※1：巻末資料「３.用語集」参照 
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③公共交通の取組・サービスの情報発信 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通に関する市や交通事業者の取り組み（再編・見直しの情報や、コ
ロナ対策の取り組みなど）を市民に広く周知するため、市の広報などを通
じて随時情報発信を行います。 

〇妊娠している方を対象として、緊急時に対応可能な事業者（タクシー会社
等）の情報や提供サービス一覧をとりまとめ、わかりやすい情報として提
供を行います。 

〇また、障がいのある方を対象として、車いす等を積載可能な車両（介護タ
クシー等）の所有状況、事業者情報や、市内の交通拠点のバリアフリー※1

の状況などをとりまとめ、わかりやすい情報として提供を行います。 

実施主体 石巻市、交通事業者 

 

施策４-２：公共交通に関するデジタル情報の充実 

①運行情報のデータ化・公表及び更新体制の確立 

項目 内容 

事業の概要 

〇住民や来訪者等が公共交通の経路検索をしやすくし、利用の促進につなげ
るため、公共交通に関する運行情報等のデータ化を進めるとともに、市の
ＨＰなどでデータ（GTFS※2 データ）の公表（オープンデータ化※3）を行いま
す。 

〇運行情報（経路・ダイヤなど）が改正された際に、適切にデータ更新等を
行う体制を確保するため、適宜勉強会などを開催します。 

〇更新したデータについては、主要な経路検索コンテンツのプロバイダーに
対して情報共有を図り、コンテンツへの反映を進めます。 

〇また、運行情報の可視化による検証・分析への活用や、バスマップやサイ
ネージなどのツール作成への活用等を行います。 

実施主体 交通事業者、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■公共交通に関するオープンデータ化 

〇市内の公共交通に関する情報（経路・ダ
イヤ・バス停位置など）を特定のフォー
マットにデータとして整理し、市の HP
などでまとめて公表（オープンデータ化※3）
することにより、さまざまな事業者がデ
ータを取得することができ、経路検索コ
ンテンツなどでは、常に新しい情報で検
索することができるなど、利用者の利便
性向上に繋がります。 

オープンデータ化

コンテンツ
プロバイダ等

スマートフォン

パソコン

デジタル
サイネージ

※1～3：巻末資料「３.用語集」参照 
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②バスロケーションシステムの導入検討 

項目 内容 

事業の概要 

〇利用者にとってよりわかりやすい情報を提供するため、データ化された運
行情報を活用し、スマートフォンや待ち合い環境のデジタルサイネージ※1

などで、リアルタイムなバスの運行情報を確認することができるシステム
（バスロケーションシステム※2）を導入します。 

〇デジタルサイネージ※1については、市内の中核拠点及び主要拠点への設置
を検討します。 

実施主体 交通事業者、石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■取組事例（宮城県仙台市） 

〇仙台市では、市内を運行するバス路線がどこを運
行しているのかなど、リアルタイムな運行情報を
スマートフォン上などで確認することができるシ
ステム（バスロケーションシステム※2）の「どこば
す仙台」を展開しています。 

※仙台市営バスと宮城交通の路線バスの運行情報を
検索可能。 

 
（参考）仙台市 HP 
http://www.city.sendai.jp/kokyo/kurashi/machi/
kotsu/annai/dokobus.html 

※1～2：巻末資料「３.用語集」参照 
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方向性５：公共交通の安定的な運営に向けた基盤の確保 

施策５-１：運行に係る財源等の適切な確保 

①公共交通を支える安定的な財源・収入源の確保 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通を今後も継続的に運行するため、路線バス及び住民バス等の運行
に係る費用における欠損額に対して、市として財源を確保し、担保するこ
とで、財政面における継続的な支援を行います。 

〇路線バスについては、国や県の補助事業の活用も念頭におきつつ、補助要
件の適用に向けた生産性向上の取り組み（方向性１・３の施策など）を、
交通事業者とともに推進します。 

〇国や県の補助事業については、補助に係るメニューの拡充や補助額の嵩上
げなどについての要望を行います。 

〇また、前頁までに記載している方向性１～４の施策を着実に推進すること
により公共交通の利用者を増やし安定的な収入確保を目指します。 

※国庫補助事業（地域公共交通確保維持改善事業）の適用については第 5 章
に記載 

実施主体 石巻市、国、県 

②運行協力金制度の見直し 

項目 内容 

事業の概要 

〇住民バス等の運行にあたり、各世帯から一定額の負担を求めている運行協
力金について、市全体の公共交通の運行状況や協力金の負担等状況等を踏
まえつつ、住民バス等を運行する地域に対する制度の展開や、負担金額の
見直しなど制度の見直しを進めます。 

〇制度の見直しにあたっては、運行協議会とともに地域住民と十分な意見交
換を行うなど、地域の意見・考えを把握しながら進めるものとします。 

〇また、住民バス等を運行する地域については、商業施設や企業・団体等に
おける公共交通の運行に対する協賛金などの導入についても、意見・考え
等を把握しながら検討を進めます。 

実施主体 石巻市、運行協議会等、地域 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連する 

主な SDGｓ 
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施策５-２：運行に係る安定的な体制等の確保 

①事業者の乗務員確保の支援 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通の担い手となる交通事業者において、安定的な運行体制を
構築するため、乗務員等の確保に向けた求人等に対し、市としても支
援を行います。 

実施主体 交通事業者、石巻市 

 

②安全な運行に係る指導・教育等の徹底 

項目 内容 

事業の概要 

〇公共交通を安全・安心に利用できる環境を構築するため、交通事業者
や各種移動サービスを運行する主体を中心として、安全な運行に向
けた日常的な車両点検の徹底や乗務員に対する指導・教育などの運
行管理を徹底するとともに、市としても運行主体に対する助言等を
行います。 

実施主体 交通事業者、各移動サービスの運行主体、石巻市 
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２．施策の実施スケジュール 

前項で示した施策については、計画期間内においてそれぞれ以下のスケジュールでの展開
を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022年
(令和4年）

2023年
(令和5年）

2024年
(令和6年）

2025年
(令和7年）

2026年
(令和8年）

施策1-1：利用しやすい公共
交通ネットワークの構築

①公共交通や拠点等に係る位置づけ・役割等の設定
及び見直し

①運行本数の拡大に向けた見直し

②運賃制度の見直し

③支払い方法の拡大

施策２-１：待合環境等の案内
や情報提供の充実

①待合環境の情報発信に係る基準統一

①待合環境の安全性等の改善

②乗降場所へのアクセス機能の維持・改善

①都市計画との連動による取組の展開

②道路政策等との連動による取組の展開

①学校・企業等と連携したモビリティマネジメントの
展開

②運行協議会による見直し及び利用促進等の展開

③市民との定期的な意見交換の実施（テーマ別）

①わかりやすい路線名・路線番号の付与

②バスマップ・総合時刻表の更新・作成と配布

③公共交通の取組・サービスの情報発信

①運行情報のデータ化・公表及び更新体制の確立

②バスロケーションシステムの導入検討

①公共交通を支える安定的な財源・収入源の確保

②運行協力金制度の見直し

①事業者の乗務員確保の支援

②安全な運行に係る指導・教育等の徹底

施策５-2：運行に係る安定
的な体制等の確保

施策４-１：運行情報等のわか
りやすさの改善

施策４-２：公共交通に関する
デジタル情報の充実

施策５-１：運行に係る財源等
の適切な確保

具体施策

施策３-２：公共交通に対する
市民意識の改善

事業の概要
年度

施策1-２：利用しやすい公共
交通システムの確保

施策２-２：待合環境等の利
用しやすさの改善

施策３-１：他分野と連携した
都市構造の構築

検討・準備 事業展開（初年度） 継続展開
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３．課題解決に向けた各施策の対応状況 

第 3 章で整理した本市の公共交通の課題に対して、各施策の課題解決に対する貢献状況に
ついて、以下の通り整理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

◎：直接的に大きく寄与
〇：直接的に寄与
△：間接的に寄与
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等
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・市街地でのサービスレベルに対して十分な利用に繋がっていない ◎ 〇 △ △ ◎ 〇 〇 △ △

・市街地に公共交通の不便な地域が存在 ◎ 〇 〇

・住民バス等の利用が低迷・非効率な運行 ◎ 〇 △ 〇 △

・公共交通同士の接続性を確保できていない時間帯が存在 ◎ 〇 〇 〇

・市民の日常生活における過度な自家用車への依存 〇 〇 ◎ ◎ 〇 △

・主要な拠点における基本的な案内設備等やバリアフリー機能が不十分 ◎ ◎ △

・バス停における案内等の不足や待ちにくい環境が散見 ◎ ◎ △ △

・路線バスに関する運賃設定がわかりづらい状況 ◎ △ ◎ △

・市内においてICカード未対応の範囲が存在 ◎

・運行情報などの情報取得手段が不足 〇 ◎ ◎

・公共交通の取組に関する情報提供が不足 ◎ ◎

・高校生において通学等で利用しやすい公共交通が未整備 ◎ ◎ △ ◎ ◎ △ △ △

・移動に制約のある高齢者層に公共交通が利用されていない実態 ◎ ◎ ◎ △ △ △

・公共交通が通勤時に利用しにくい状況 ◎ ◎ △ ◎ ◎ △ △

・路線バスの確保・維持が困難となる可能性 〇 〇 △ ◎ △ △ ◎ 〇

・公共交通の維持に向けた運行協力金等の負担状況に地域で差がある △ ◎ 〇

・小中学生のスクールバスと住民バス等の経路が一部で重複 ◎ 〇 △ △ ◎ 〇

・市街地は公共交通の利便性が高いエリア ◎ ◎ △ 〇 ◎ △ △ △ △

・公共交通以外の移動サービスが運行 ◎ ◎

・私的交通手段から公共交通への乗継環境が既に確保されている 〇 △ ◎

・高校生などの若い年齢層を中心に公共交通を利用 ◎ ◎ △ 〇 ◎ △ △ △

・若い年齢層では主に自転車を活用 〇 ◎ ◎

・公共交通の維持に対して市民の協力意識が高い ◎ 〇

・公共交通の利用によるメリットの認識が高い・利用環境に対してプラスの評価 ◎ 〇

・市内の企業において通勤時の公共交通利用に前向きな意向がある 〇 〇 ◎ ◎ △ △
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